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第1節近世社会における米価問題

　　　　の意味

　江戸時代は石高制と呼ばれる，一種独自な

社会組織を持った封建社会である。石高制と

は，田畑における米麦等々の一切の社会的生

産力量を，主として米穀の生産力量に換算し

た形で，その量制たる石でこれを表現し，同

時に，それを基準として米穀で封建貢租を収

奪する社会である。したがってこの場合，米

は単なる田畑での具体的生産物たるにとどま

らず最も一般的な社会的等価物（たとえば普

通一般には貨幣がそうであるように）なので

ある。米穀を現物のままでそのような社会的

等価物たらしめ，かつそれを貢租として収奪

することは，農民達を自然物自給体制に固定

しておくのに非常に好都合であった。徳川幕

府が農民支配の基本法として，主穀以外の作

物の作付制限をするのは，このような体制を

強化維持することを主たる目的としていた。

　このような体制では米穀は領主達にとって
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単に主食であるというのみでなく，非常に重

要な意味を持ってくるが，なかんつく，幕藩

体制社会が成立展開した江戸時代社会段階

は，単なる自然物自給体制が，社会的に難な

く成立するという段階ではなく，むしろ総社

会的再生産の立場からみると，米穀が唯一の

普遍的な社会的等価物たり得る段階はすでに

すぎており，分業の進展，深化は，米穀より

も金銀を主体とする貨幣（またはそれ以前の

貴金属塊）の方が，より有効な社会的等価物

となっている（またはなり得る）段階に達し

ていたといえよう。

　具体的な問題にかえしてみると，領主体は

貢租として収奪した米穀を，それ自体として

交換に出して諸資料を入手するのではなく，

それを一度市場に投下する形で，米穀よりさ

らに一般的な社会的等価物たる貨幣（または

金銀塊）に換え，その貨幣を媒介とし始めて

諸資料を入手するという構造であったのであ

る。したがって領主層自身にとっては米穀で

貢租収奪はしているが，米そのものが終局的

に問題であるのではなく，より具体的には貢

租として収奪した米の価格が問題であったの

である。

　以上が領主層の直接的立場より見た米穀の

問題点だが，領主層を単純な経済人として考

察する以前に領主層は，幕藩体制という社会

体制の上に位置して始めて領主層たり得てい

るのだという彼の現実の姿をも無視すること

はできない。



享保改革の米価政策一その1（大石）

　彼の立っているのは単純な農奴社会でなく

一方の極に都市商・工業を含め鉱業，林業，

漁業を同時に内包する深化した社会分業を持

った社会であり，逆にまたこの社会分業の存

在を前提とした社会でもあった。しかも，彼

等は，生活必需品たる米穀と直接対している

のではなく，社会的・一般的等価物たる貨幣

を媒介して米穀と対している存在であった。

彼等にとってもその社会的再生産にとって具

体的に問題になるのは，米穀そのものでなく

て，米穀の貨幣換算量＝米価なのであった。

このことは，事情が異なるが，農民について

もやはりいえることであった。

　江戸時代の農民は原則的には自給経済体制

をもち，しかも剰余労働部分の殆んどが領主

に貢租として収奪されていたから，その再生

産に交換を持ち込む条件は，他の場合と比べ

て，著しく少なかったが，しかし，本来構造

的に自給部分（たとえば，生産要具としての

鍬，鎌，食糧の一部分としての塩等々）を内

包しており，したがって全剰余労働部分を収

奪されている場合でも，その再生産はやはり

交換を前提としていたのである。

　その場合問題をいっそう複雑にするのは武

士と農民に対し，町人，諸職人は米価をめぐ

って利害が反するということである。太宰春

台は早くもその著『経済録』（1）のなかで，こ

の関係について

　米の価の高下は民の利病の懸る所也。国を治る

　人，心を尽して思慮せずば有るべからず。凡四民

　の中にて，農人は穀を作出す者也。租を納て其余

　を食し，又其余を売て諸色の用を調ふ。士人は君

　より田蘇を賜はり，此砥を以て，衣食より以下諸色

　の用を足す者也。工人は器物を作り四体を動して

　米に易る者也。商質は貨物を売て米を曜ふ者也。

　是四民の内にて，士と農とは米を羅る者也，工商

　は米を曜ふ者也。さる故に，米の価貴ければ士と

農とに利あり，工と商とに害あり。米の価賎けれ

　ば工と商とに利ありて，士と農とに害あり。……

　然れども古代より近世迄は四民の間には米を以て

　万事の用を弁じて，金銀を使うことは当代の如く

　には非りし故に，米価賎くても，米穀豊饒にて倉に
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盈る程なれば，士人も農人も困窮すること無かり

　し也。今の世は天下の諸侯人民迄，東都に輻湊して

皆旅人なれば，金銀を以て万事の用を達する故に，

米価貴ければ士人悦び，米価賎ければ士人困む。

といっている。つまり江戸時代においては，

米価は単に高ければそれで良い，また低けれ

ばそれで良い，といったものではなかったの

である。米価は，この米をめぐって相対する

両階層をめく㌧て，適正な位置にある必要が

あったのである。

　さらに米価にはいま1つの問題点があった

わけである。それは，いわゆる石高制に基礎

をおく江戸時代の領主経済の構造に内包する

問題である。享保9年2月15日に出した幕府

の“物価引下げ令”（2）に

　米穀去年より段々下直二候処，其外諸色之直段

高直二付，諸人及難儀候，酒酢醤油味噌類は米穀

　を以造り出し候物に候へは，米直段に可准儀勿論

　に候，且又竹木炭薪塩油織物等一切之売買物，或

諸色之職人二至迄，直二米穀を以作り不出といへ

　共，工手間人夫之賃銭いつれも飯米を元として積

　立候事二候得は，諸物之直段も米二准し，下直二

可売出道理候……

とあるように，幕閣は諸色直段は米価に追随

すべきもの，と考えているのであるが，この

ことは，江戸時代における領主経済は石高制

を基礎にしており，領主達は米で年貢を収納

し，その米を売って貨幣を入手し，その貨幣

で諸色を買入れるという構造ゆえ，それは米

価に諸色値段が追随しない限り，領主経済

は（石高制に基礎をおく）成立しないという

ことを意味するのである。つまり，米価が適

正な位置にあるということの他に，領主経済

にとっては，米価が他の諸色値段の中心に位

置しているかどうか，つまり諸色値段が米価

に追随しているかどうか，という問題が存在

するのである。

　以上のようなわけで江戸時代の米価政策は

必ずしも単純でないが，ここでは江戸時代米

価政策史上，また江戸時代米穀市場史上決定

的な意味を持つ，享保改革の米価政策を中心

に，問題を考察してみよう。まずその前史と
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しての，享保改革以前の米価政策からみてい

こう。

　なお周知のところだが，江戸時代の米価問

題については本庄栄治郎氏の『徳川幕府の米

価調節』という名著がある。したがって私の

以下のべようとするところは，必ずしも学説

史的にまったく新しいというわけではない

が，本庄氏のものは，江戸時代の後半期が主

体であり，かつ米価調節そのものの具体的手

段に重点がおかれているので，私の享保改革

までの江戸時代の前半に主体をおいたもの，

および米価調節の具体的手段というものより

も，むしろ，幕政の経済政策の一環としての

米価政策を，しかも歴史的流れの上において

考察してみようとする試みはまたそれなりの

意味があると考え，一応本庄氏の労作とは別

の立場で本論をすすめてみたい。

　〔注〕　（1）　「日本経済叢書」巻6，118～119頁。

　　　（2）　『御触書寛保集成」2101号。

第2節近世前期の米穀市場について

　近世における米穀市場の研究は戦前におい

ては鈴木直二氏の『徳川時代の米穀配給組

織』がある。本書は米穀市場史にとっては古

典的地位を占めるものであるが，当時の一般

的学風であるが，江戸時代を1つの完成され

た静的存在物として見たて，したがって，米穀

市場も1つの静的構成体として考察され，幕

藩体制社会という立体的構成体，しかも約

300年の歴史をもつ，歴史的（たえず流動す

る）構成体としての動向（または段階的）考

察に欠けている。しかし学問の発展段階から

みれば，それは鈴木氏に帰せらるべき責では

なく，この鈴木氏の基礎作業を足場に，その

後の研究でこれを発展さすべき性質のもので

あった。戦後非常に盛んであった近世農村史

は，その主たる観点が日本社会の近代化＝封

建社会からの脱却という問題にあったため，

主として領主的商品としての性格を第1義的

に持つ米穀は，その研究対象の基軸からはず
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された。そのため商品としての米穀および米

穀市揚の研究は著しく立ちおくれた。わずか

に寄生地主制の研究と関連して米穀市場の問

題が考察され（エ），近頃になって，市場構成論

の一環としての米穀市場（2）が問題にされるよ

うになった。

　こんなわけで米穀市場史には，まだまだ未

開発の部分が非常に多く，今後の精力的な研

究が待たれるわけである。したがっていま江

戸時代前半期における米穀市場の全貌を示す

段階まで学説史はまだ到達していない。しか

し米価政策を論ずるに当って，市場構造にま

ったく目をつむるわけにはゆかぬので簡単な

スケッチをしておきたい。

　さて米穀市場を考える揚合まず問題になる

のは江戸時代前期の米穀市場を単一市揚とし

て考えるか，複合市場として処理するか，ま

た複合市場として処理するときは，どのよう

な複合市場として処理すればよいかというこ

とである。この問題も，いまここで結論を出

すべきでないが，かなり複雑かつ重層的な複

合市場と考うべきであるというのが現在の私

の見解である。その場合，ごく大ざっぱに処

理すれば，大坂（京都を一応含めておく）・

江戸を両軸とする中核市場と，藩領域市揚

と，3分1銀納米換算市場を両軸とする地方

市場とそれらの下につらなる小市場とに分け

ることができると思う。以下簡単にこの問題

に触れてみよう。

（1）　大坂および江戸市場について

　近世における市場問題を語る場合，人は誰

しも大坂の役割を思い及ぶであろう。このこ

とは，近世初頭の米穀市場について考える場

合も同様である。ところで，大坂については

『大阪市史』以下数多くのすぐれた研究が古

くからあり，戦後の新しい視角からの（問題

別・時代別の）大坂の再検討は思いのほか少

ないようである。米穀市場についてのみ限る

と，最近脇田修氏がその著『近世封建社会の
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経済構造』所収の「豊臣政権の市場統制」・

「幕藩体制下の全国市場」の2論稿におい

て，近世初頭の大坂中心の米穀市場を考察し

たものが一番詳細かつ総括的な米穀市揚論の

ようである。脇田氏は「徳川政権も全国経済

の中心としての畿内を基盤としており，これ

により全国市場を把握したのであった。……

いいかえれば徳川政権は，秀吉時代に形成し

た全国市場の上にたっており，その限り，畿

内＝中央市場を確保することで全国市場の統

制をなしたのである。」「幕藩体制下の全国市

揚は，このような中央市場と領内市場を含ん

で成立したのであった」とする。

　同氏はこのような「幕藩体制に照応する全

国市場が成立」するのは近世初頭とするのだ

が，その実証方法として近世社会を構成する

領主達の領主米市場を検討して，「ところで

大坂の位置は，単“a－一領主蔵米市揚たるに止

まらず，全国的規模における領主米販売市場

として地位を占めていた」「恐らく領主蔵米

に関する限り，この慶長・元和の間に中央市

場（＝畿内）への販売を確立していたと考え

るのである」一（　）内大石註記一「かくして

領主蔵米の上方登米は，瀬戸内海筋，日本海

沿岸をとわず，近世初頭，慶元の時期には，

すでに膨大な量になるとともに恒常化してい

たことが判明したと考える。幕藩体制はかか

る蔵米販売による領主的全国市場ともいうべ

きものを基盤に成立していたのである」「以

上，幕藩体制下の全国市場について検討して

きた。ここではすでに畿内＝中央市場を結節

点とする全国市場の形成がみられた」云々と

している。

　つまり領主米販売市場は畿内（なかんつく

大坂を中心として）＝中央市場を結節点とし

て全国市場が近世初頭，すなわち慶長・元和

の頃に成立展開したのだとするのである。こ

の脇田氏の説は畿内（なかんつく大坂を中心

として）を中央市場として，大坂中心の全国

市場の成立を近世初頭に考えること（この場
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台中央市場に対するものとしては脇田氏は藩

の領域市場を考えているようである）。つぎ

にそのような市揚の成立を大坂両陣以前に設

定し，その大坂中心の全国市場はそのまま元

禄期の脇田氏のいう国内市場の形成への方向

に順調に発展したのだと見倣す2つの特徴点

を持っているようである。問題はこの考えが

妥当であるかどうかである。

　この点については，私は問題は残ると考え

ている。すなわちまず畿内＝中央市場論は，脇

田氏のすぐれた実証的努力にかかわらず，脇

田氏が畿内＝中央市場とされる実証は，その

限りでは大坂が四国・九州・中国および裏日

本地方の中央市場（藩を中心とする藩領域市

場より大きい共通市場を中央市場と名づける

と）であることを示しているだけで，決して

全国市場の結節点としての中央市場といえる

ものではないこと。第2に中核市場としての

大坂にとっては非常に大きな意味を持ったと

思われる大坂両陣に伴う荒廃による断絶の問

題が殆んど無視されており，両陣以前の大坂

市揚を，そのまま幕藩体制下における大坂市

場として置いていること。などの問題点があ

る。この点あらためて中核市場としての大坂

の具体的姿を実証的に確定してみる必要があ

ろう。そのとき秀吉政権の大坂在住に伴う大

坂市場の発展，大坂両陣に伴う戦災によって

起こった断絶，両陣後の復興と新たな市場と

しての大坂の展開といった点を意識的に追求

す否必要があろう。

　以上のような大坂米市場の問題点に対し，

それとは独自な立場から注目しておく必要の

あるのが江戸市場である。江戸は従来，いわ

ゆる“江戸と大坂”といった江戸を政治都

市，大坂を江戸経済を支えるための経済都市

とする考えから，独自の経済核心＝中核市場

としての評価が低いようであるが，この点再

検討を要しよう。

　一般に江戸時代において延米商が登揚して

くるのは『堂島旧記』の記事にもとついて承
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応（承応元は1652）より寛文（寛文元は1661）

期頃だとされている。しかしこれは大坂にお

けるもので，江戸米穀市場については別の史

料が存在する。それは『延米商濫膓記」（3）お

よび『延米商歴年記』（4）と称する史料であ

る。それは共に名古屋図書館蔵本で，名古屋

米穀市場に関する史料が収録されている。い

ま若干長いが『延米商濫鵤記』の初めの部分

を引用してみよう。

　尾州名古屋大橋屋助九郎と申す仁，弟に長左衛

門と申仁有之，米穀商仕来り候処，商用に付，江

戸表へ下り，奥州仙台の人と同宿いたし，追々懇

意に相成，色々物語等致し居候に付，若し此以

後，奥州南部辺に不作等或は変有之候はば，御知

らせ被下候様仕度と相頼，又，西国辺に相変事御

座候はば，早速，書中を以て可申上と互に咄合，

帰国仕候処，其頃は元和二辰年に候処，其後，元

和七酉年九月，伊勢参宮に付，仙台の仁，助九郎方

へ尋来り，右長左衛門に逢，座敷へ伴ひ色々もて

なし候処，時に御内々御咄し申上度儀御座候と申

て談候は，兼而御頼有之候が，当年は南部・仙台

・出羽・奥州辺大不作にて，四分の立毛にも有之

哉に候へば，来春に至り江戸表へ出る米半分なら

では無御座候間，左様に被思召，買置可然と存候

と言。扱々恭奉存候，御当地井に近国は豊作に

付，米下直に御座候故，買入可申候，ゆるゆる御

逗留被成下候へと色々もてなし候。夫より仙台の

仁，参宮いたし，下向に又々立寄可申とて出立

す。時に正米追々買入，近国へも買人遣し候。豊

年に付，思ふまま調候。町内の関市左衛門と申す

仁，助九郎方へ懇意に出入候に付，右米追々買入

之趣被尋候処，右之趣，咄し被致候に付，左候は

ば，何卒，拙者にも金五百両斗り買入頼入候と被

申候を，御尤に候が，蔵も追々借蔵（受イ）いた

し候へば致がたく候，左候へば五百両分は其元様

之米に付，訳置候間，思召次第，金子御差入可然

と被申候に付，金六拾両持参いたし候。宜敷御取

斗可然と被申候に付，左候へば米金五百両分内六

拾両請取，残金四百四拾両，来三月迄取替可申

候，買入直段に三升高利足として付分け可申候。

時に市左衛門，長左衛門に被申候は，若し思ひ入

間違ひ，春に至り下直候はy“，六拾両貴殿へ損金

に受取，米は貴殿御持分に可被成候と引合相済候

処，十二月中頃より来春に至り，江戸表米相場追

々高値に相成，三月迄に三四割方徳金に相成候に

付，是は宜敷仕方成とて米商人共追々に習，夫よ
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り正米仲買共，右割を以て百両に手つけ拾弐両，

五拾両に六両，追々二ヶ月限・三ヶ月限りに商い

たし来り候。仲買口銭，正米拾両分に銀壱匁弐

分つつ，本紙五拾両分口銭入匁つつ也。

　『延米商歴年記』の方は文章が，若干異な

るが，名古屋において延米商がおこった事情

については，ほぼ同様な説明がされているの

で，ここでは省略したい。言うところは大要

次の如くである。

　尾張名古屋の大橋屋助九郎の弟に長左衛門

という男がいて米穀商をしていた。長左衛門

は商用があって江戸に行き，丁度奥州仙台の

人と同宿し，懇意になりいろいろ世間話をし

ているうちに，次のような話し合いとなっ

た。

　「もし今後奥州南部辺に不作かまたは変事

があれば知らせてほしい。そのかわり西国辺

に変事があれば早速こちらから知らせましょ

う」ということで帰国した。それがちょうど

元和2年（1616）のことであった。それから

5年後の元和7年9月になって，先の仙台の

人間が伊勢参宮のついでだといって名古屋の

長左衛門のところに訪ねて来て，次のような

話をしていった。「兼ねて御頼みのあったこ

とですが，今年は南部仙台出羽と奥筋一体の

大不作で，平年の4分作（4割作）あるかど

うかといわれております。したがって来春に

なって江戸に廻送される奥筋の米はきっとふ

だんの半分になるでしょうから，そのつもり

で米を買い置かれるが良いでしょう」とのこ

とであったので「それは有難うございます。

この地方は幸いに豊作で米が大変安値ですか

ら早速買い込んでおきましょう」というので

正米（現物米）を追々買い入れ，また近国へ

も買人をつかわして買い集めたところ，豊年

であるので思いのままに買い集めることがで

きた。

　ところで町内の関市左衛門という男は助九

郎と懇意にし，たえず出入している者だった

ので，そのことに気付き，いったい何のため
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に米を買集めるのかとの質問であったので，

先の事情を話してやったところ，それではど

うか自分にも500両ばかり買い入れてくれま

いか，という頼みであった。　「お頼みはごも

っともだが，蔵も自分持の米蔵ではまに合わ

ず，追々借蔵をしている有様で，その話は受

け兼ねるが，ついては今まで私が買い集めて

いる米を500両分は貴方の持分とするから，

思召次第に米の買付金（手金）を持ってきて

ください」と返事をした。すると関市左衛門

は金60両を持参して，よろしく頼むとのこと

であったので，それでは買米金500両分，そ

の内金として60両を請取り，残金440両は来

3月までに立替えとし，買入れ値段に3升高

の利足とすることにしようと取決めた。その

とき関市左衛門が長左衛門にいうには，もし

見込ちがいで，春になって米価が安値である

ようであれば，この60両は貴方の方へ損金と

して御渡しし，米は貴方の持分にしてくださ

い，というので商談が終わったわけである。

さて12月中頃より翌春に至り，江戸の米相場

は段々と高値になり，3月までに3－－4割も

の利益が出る有様であったので，これは大変

便利なやりかただというので，米商人達がだ

んだん見習い，正米仲買人（米の現物仲買人）

も100両に手付金10両，50両に6両，2ヵ月

限り，3ヵ月限りで先売，先買をするように

なり，ここに延米商という商法が当地で一般

化していったのである。

　さてこの記事でまず注目すべきことは，江

戸の米相揚は仙台を初め南部等太平洋側奥州

の米の作柄によって，大きく作用されていた

ということ。次ぎに産米地帯である尾州およ

びその周辺も，江戸の米市場と強く結びつい

ていたろうこと。さらにこの文章から，南部

・仙台を始め太平洋側奥州から尾州およびそ

の周辺も，江戸の米市場と強く結びついてい

たろうこと。さらにこの文章から，南部・仙

台を始め太平洋側奥州から尾州あたりまで

が，江戸を中心とする米穀市場圏を構成して
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いたのではなかろうかとの想定が立つことで

ある。

　もしこの想定を正しいとすれば，江戸時代

我国社会には，大坂を中心とする畿内・四国

・九州・中国および裏目本を含む米穀市場と

同時に，今ひとつ江戸を中心とする南部・仙

台を始めとする太平洋側奥州・関東から駿・

遠・三・尾など熊野以東の表日本側国ぐにを

含む米穀市場が存在し，米穀市場の大軸は江

戸・大坂という2本立となるのである（脇田

氏が全国市場の中核として大坂を位置づけた

論稿は，そこで使用した実証的史料が示す限

りにおいては，大坂は米穀流通から見た限

り，脇田氏の主張するように全国市場の中核

ではなくて，裏日本・畿内・中国・九州・四

国の中核市場と結論づけるべきであることは

先述の通りである）。

　しかしこの考えかたには，先述『延米商濫

鵤記』の引用記事に対する史料批判の問題が

残ろう。だがこの記事は案外真実を伝えてい

ると見て良いのである。その第1はこの史料

への登場人物である。この記事の大橋屋助九

郎は名古屋船入町の米問屋であって，その弟

米屋長左衛門の活躍は一応信じて良いもので

あり，また米価についても事実とおおむね合

致するようである（「J）。以上2つの点が仮りに

真実でないとしても，なお江戸を1個の米穀

市場の中心地と考えてみたいかなりの理由が

存在する。

　それは，その出来不出来が江戸の米相場に

重大な関係があり，そのことが理由で尾張名

古屋で延米商が始まったとされる仙台米につ

いてである。仙台米の江戸市場に占める地位

について想起されるのはr武江年表』c’）寛永

9年の条に出てくる「諸家深秘録に云，今年

より奥州仙台の米穀，始めて江戸へ廻る。今

に江戸3分2は，奥州米の由なり，其頃金1

両にて7石4斗程なり」という記事である。

　この記事の内容は1つには寛永9年仙台米

が初めて江戸市場に送られ始めたということ
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と，今1つは当時の江戸市場の米穀は，その

3分の2もの量が仙台を中心とする奥州米で

あるということである。まず初めの寛永9年

に始めて仙台米が江戸に出されたとする言葉

が正しいとすると『延米商濫膓記』および

i延米商歴年記』が主張する元和2年頃すで

に仙台を中心とする奥州米が江戸市場に出て

おり，この仙台を中心とする奥州米の作柄の

良し悪しが江戸市場の米相場に大きな作用を

およぼしたとする話は大分あやしくなってく

るわけである。

　それでこの説を今少し検討してみる必要が

あるが，この仙台よりの米穀は，いうまでも

なく仙台藩の有名な“買米制”によって江戸

出しされたものと考えられる。“買米制”の

起源については仙台藩の財務家萱場杢の『古

伝密要』（7）（寛政9年著）がある。それによ

ると“買米制”の起源について「御当家貞山

様慶長5年……且第一御国民相続相栄候様に

との御吟味被相尽候由に御座候処，御国元は

21郡970ヶ村多分肥田の地にて米穀第一之御

国産に候得共，余之産物と違，米穀は治乱共

に容易に御国中払候様には不被為儀，其上御

当国は中国杯と違，辺土にて御隣国と申せば

出羽或は南部・伊達郡皆米所にて捌不申，去

れば連米計にて金銭之交易無之候得ば四民不

相立義を以，従上御国米御買取被成候を以御

国米を金に交易仕相立候訳合に候」としてい

る。

　すなわち仙台は肥田が多い米処であるが，

米の他に物産をあまり出さないところであ

る。そのうえ隣接国である出羽・南部・伊達

郡なども同様の米処で，とうてい隣接国に米

を売って換金することができぬので御上（領

主）が領内の米を買い取って，それを藩の力

で金に換えるのだというのである。そしてこ

の買米が始った時期を貞山公の時代慶長5年

頃と推定している。もっとも同じ萱揚杢の別

著『秘計』CB）には「一，御買米被遊来候儀は，

貞山様御代より駄，義山様御代より職の訳は

11

不相心得候処」と，貞山の次の義山の代かも

知れぬと筆をにごしている。したがって“買

米制”の起源は正確にはつかみ難いとして

も，江戸時代のごく初期であることはまちが

いないだろう。こんなところより仙台藩の

“買米制”は『武江年表』にある寛永9年に

初めて仙台米が江戸に回送されたとする記事

を，石母田文書その他によって修正し「仙台

藩で米を江戸に回したのがそれ以前であり，

もちろん寛永9年が初出回りではない。ただ

この頃から出方が多くなり，今江戸3分1は

奥州米なりといわれた奥州米の江戸市場の支

配の端緒が，この時代から萌し初めたことを

意味したにすぎない（9）」とする近世村落研究

会編『仙台藩農政の研究』の見解がある。そ

して同書では“買米制”の起源について「萌

芽的な試みは或は寛永3年以前にも実施され

たかもしれないが，買米が藩の政策として組

織的に実施されたのは寛永4年からと考えら

れる。そうして石巻港の機能の充実と併行し

て買米仕法も農民に徹底し，次第に大量の米

を江戸に輸出できるようになった（1°）」とし

て，それより前に行なわれていたかも知れぬ

が，組織的に行ないはじめたのは寛永4年か

らという説をとっている。

　だとするとこの説によって元和年間の仙台

藩よりの江戸への廻米も考え得るわけである

が，注意を要するのは仙台藩の“買米制”施

行と，仙台藩領米の江戸廻米との関係であ

る。“買米制”とは年貢で徴収した後の余剰

米を仙台藩が独占的に買い集めて，それを藩

の力で江戸市場に持ち込んで売り払い差益金

を得る制度で，藩政初期には換金の便を持た

ない農民米を藩が買い上げて換金してやると

いった恩恵的なものであったが，中後期に

は，むしろ藩財政を支えるという領主的要求

から推進され，したがって農民側の条件も悪

くなり，また仙台米のみならず南部米までも

買い集めるようになり，宝暦年間の“買米”

と年貢米の比はほぼ半々という段階まで進展
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したのである。

　このようなわけで，多分初期の方が買米量

も少なく，仙台藩の江戸払い米に占める比重

は年貢分の方がはるかに多かったろう。この

ように考えてくると，仮りに寛永4年から仙

台藩の“買米制”が本格的に始まったとして

も，その“買米制”はそれより先行していた

仙台藩の年貢米江戸払いの有利性から考案さ

れた方法だとすべきで，したがって元和年間

にすでに仙台米が江戸市場に大きな比重を持

ったかたちで投下されており，その出来不出

来が，江戸相場に大きく作用していたと考え

ることは決して無理ではないのである。

　こんなことからみても先述『延米商濫筋

記』の記事は否定しさるべきだとするより，

むしろ逆に真実として受け入れるべきである

ということになるのである。

　以上からいっても，江戸の米穀市場は，必

ずしも同一比重におくというわけではない

が，江戸時代の初期から大坂米穀市場とは別

個の存在と見倣すべきであって，このことは

元禄一享保期についても，また同様である。

　したがって，江戸時代の米価問題を考察す

る場合，少なくとも中核的市場として，江戸

と大坂とを考えざるを得ないので，また事実

享保段階までの幕府の米価政策も，米価一般

を対象とするというより，この2大中核市場

を対象とした場合が多いようである（同時

的，または個別的に）。

　しかし江戸時代の米穀市場を問題にする限

り，これだけでは充分でない。この2大中核

市場に対する地方市場が存するわけである。

この地方市場はまた構造が複雑で単純には処

理できないが，基本的には藩領域をもって形

成する藩領域市場と，主として藩領域を形成

していない地域（天領および旗本領地域・藩

領であっても藩領域を形成し得ないような非

統一的な藩領一飛地・分散藩域・小藩領域

等々の組合わせでできる一）に存在する3

分1銀納米換算市場の2つの小中核市場と，
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それを支える数多くの小地域市場とに分ける

ことができよう。

〔注〕（1）大石慎三郎「寄生地主制形成期における

　　農民的米穀市場について」　（一橋論叢第38巻

　　4号）・八木哲浩「近世の商品流通」

　（2）　中井信彦『幕藩社会と商品流通』・脇田

　　修『近世封建社会の経済構造』・大石慎三郎

　　　「享保改革期江戸経済に対する大坂の地位」

　　　（日本歴史191号）

　（3）・（4）　『名古屋叢書』第11巻所収。

　（5）　なおこの史料記事の信糠性については，

　　尾州研究の第一人者である所三男氏が考証の

　　結果，高く評価している。

（6）　『江戸叢書』第12巻，28頁

（7）　『日本経済大典』28の361頁

（8）　　　　　　　ク　　　　　　　　　　　387頁

（9）　『仙台藩農…政の研究』134頁

（10）　　　　　　　ク　　　　　　　　　　115頁

　（2）　藩領域市場と3分1銀納米換算市場

　　　　について

　江戸時代には俗に300諸侯と呼ばれる多数

の大名がいる。しかし俗に大名といっても1

万石の小大名から100万石の大大名までいて

同一でない。大名を政治史的でなく，経済史

的に見る場合，この大名の石高の大小は重要

である（り。小大名の場合は，その藩を1個の

経済圏として，独自の経済政策，なかんつく

物価政策を行なう条件を欠くからである。い

わゆる経済国家としての藩の条件を欠くから

である。それでは大名の支配石高が大きけれ

ばただそれで良いかというとそうではない。

何故なら石高の大きい大名でも，その領地が

非常に分散して一括性を欠き，藩として独自

の，しかも統一的な経済政策なかんつく物

価政策を実施する条件を欠くものがあるから

である。経済史的にいって厳密に藩といえる

ものは一定の大きさと，城下町を中心として

領域的一括性を持ち，独自の経済体として，

経済政策および物価政策を実施し得るという

条件が必要である。いわゆる政治史的な意味

での藩と，経済史的意昧での実質的な藩との
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間にはかなりの差異があると考うべきであ
る。

　では具体的にいって，城下町を中心とす

る，ほぼ一括領域を持っ大名であれば，どれ

くらいの規模以上が経済史的な意味での実質

的藩といい得るかという問題になると，答は

単純でなく今後の実証的積重ねを待つ以外に

ない，といわざるを得ないのだが，以下私が

例にひく信州上田藩（約6万石）などは，そ

の条件をそなえた最小のものに属するもの

と，現段階では私は予測していることを一言

付け加えておきたい。

　〔補注〕　江戸時代諸大名の領地石高は時代によっ

　てかなりの差異がある。いま幕末（慶応年中）

　のものを整理すると第1表の如くなるc2）。5万

　石以下の小大名が実に63％弱も占めている。5

　　　　　　　第　1　表

炉澱万澱万窃万至「朗雫計

親藩 2 4 8 1 8 23

譜代 一
2 16 33 94 145

外様 5 9 8 12 64 98

計 7 15 32　％ 46　％ 166　％ 266

2．63％
5
．
6
3
％
1

11203 1乳2gl 62．40

万石以上はわずかに37％強であり，それらのな

かにも領地の分散性，地理的条件などのため経

済的な意味での実質的藩の条件に欠けるものが

少なくないだろう。その実証的検証は不可能で

はないと思うが，いまここでは行なわない。別

の機会にゆずりたい。

　信州上田藩は戦国末，信州小県郡の一角，

神川上流に位置する真田部落を根拠に発生，

以後急速な成長をとげていった真田氏が近世

初代の領主となる。その石高は約95，000石で

所領は小県一円から上州吾妻の方までに及ん

だ。しかし元和8年（1622）に同じく信州松

代に転封になり，その後に小諸城主であった

仙石氏が移封されて来た。しかしこの場合真

田氏の全遣領が受けっがれたのではなく，上

州分を始めかなりの部分がはずされ，上田を

ほぼ中心とする約6万石が上田藩となるので

ある。領主はのち仙石氏から松平氏にかわる

13

が，その領地域そのものはそのまま幕末まで

続く。ここでいう上田藩領とは，この仙石氏

以降のものをいう。

　さて真田氏上田在城は江戸時代のごく初期

であり，世情民心必ずしも安定せず，特に真

田氏は藩主信之の父昌幸および弟幸村が徳川

氏に敵対し関ケ原，大坂両陣で闘った関係も

あって，藩の領域経済の建設は充分でなく，

その仕事の殆んどは次の仙石氏に持ちこされ

た。当時の上田藩領内には、各々その地方の

政治・経済の中心であった海野・前山・保野

・馬越・原といった5つの地方小市場があっ

た。

　これらは戦国末期在地土豪領域の政治経済

の中心地をなし，原　（5・10・15・20・25・

30目）　・海里予（6・11。16・21・26・1日）　・

前山（7・12・17・22・27・2日）・保野（8・

13・18・23・28・3日）・馬越（9・14・19・24

・29・4日）といったように，この記載の順で

1日ずつずれながら順番に回転し，それでい

て月のどの日にも必ずどこか定った場所で市

が開かれているといったように六斉市が組ま

れていた。いわば経済的な共同体＝1ユニッ

トをなしているように組みたてられていた。

仙石氏はこのような形でつくられた1つの統

一的小経済地域複合体を領地として給付され

るのである。仙石氏は封地につくや新封地の

経営に鋭意のり出すが，その施政の重要な一

環として，これら5っの小経済地域を近世的

な形に再編する手段として，これら5小経済

地域の核としての原・海野等在住の商工人を

城下町たる上田に集結し，在に替るものとし

て，上田町の原町・海野町（原および海野の

商工人をここに移住させてできた町であるの

で，このような呼びかたをした）に市を立

て，旧地の市場機能を代替えしたのである。

このような形で在・町の分離を貫徹する一方

上田藩領が他領と接する4地点（加沢・下塩

尻・軽井沢・大日向）に口留番所と呼ぶ番所

を設け，領内外の商品流通を規制すると同時
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に農民の売買，他領商人の売買は一切，藩の

統制認可のもとにある城下町商人の手を通し

てのみ行なうこととしたのである。すなわち

上田藩は，それ自体1個の独立した経済体と

して経済政策・物価政策を実施し得る体制に

あったのである（3）。

　さてこのような藩の場合，この藩領域が1

つの米穀市揚圏として，他に対立する存在と

なるのが一般であり，それは多分に藩当局の

政策によって支えられていたといえよう。お

そらく，かなり早い時期からだと思われる

が，これらの藩は領内米価政策のため，藩と

しての米穀流通統制を実施していたのが一般

だと考えられる。

　たとえば岡山藩では明和5年（1768）の法

令の中で「一，他国米買候義可為停止，又御

年貢皆済不仕内，他国へ米出候義可為無用

事（4）」と他領米を領内に買入れる事を禁じ，

また他国へ米を売ることは年貢皆済後は良い

としている。加賀藩でも寛文8年（1668）の

法令で「一，加州越中井能州羽咋鹿嶋両郡へ

者，他国之米如跡々弥入被申間舗候，但御国

6他国米出候儀者不苦候……（5）」と他国の米

が入るのを禁止し，逆に他国へ持出すことは

良いとしている。なおこれの実施細則として

「津留津出之品々」として領内各郡に出され

たもののうち能登と羽咋郡令に「一，米塩，右

他国より参り候は津留，他国へ出候分は津留

に無御座候（e）」とある。以上2例は米が領内に

入るのを禁止し，逆に出るのを許可してい

る。いわば産米藩の場合の米に対する規制で

あるが，一方逆に米のあまりとれぬ藩におい

ては，他領から入るのは良いが，逆に他領へ

出すのは禁止するとした藩がある。松江藩に

おいては延宝2年（1674）の法令で，「一，
　　　　　　　　　（ママ　
御国之米井雑穀共に佗国へ出候儀堅停止之

事（7）」として他国へ米を出すことを禁止し，

御番所を設けて米留の足軽を見廻らせてい

る。また藤堂藩におv・ても慶安2年（1649）

11月17目の覚で穀類を「当国之外に出し候も

ユ4

のは五十日籠舎之事」とし，さらに「右牛馬

二て当国之外二出候ハハ，馬かたハ五十日籠

舎，穀物之主ハ百日籠舎，其身上に応じ過料

たるべき事」と牛馬で運んだ者は，馬方，荷

主ともに強く罰している。

　また寛文8年（1668）7月27日に「五穀他

所へ不可出事」として，米大豆その他の穀物

を持っている者は「御領分中にて或はうり或

は借へし，売合たりと云共，他領者に売借共

に堅停止也」として領分外へ売ったり貸した

りすることを禁じ，その事はたとえ「兄弟む

こしゅうとの中，或は隣の村たりという共其

理立ましき也」と他領の者に対しては，それ

が兄弟，むご，しゅうと，または隣村の親友

知人でも不可とし，違反者を訴人すれば銀子

20枚をほうびとして出すとしている（s〕。

　さてこのような藩領域単位における米の流

通統制は，もちろん封建社会固有の自給体制

的封鎖性に本来は根ざしているだろうが，し

かし現実的には米（物資）を軸とする独自の

経済圏設定と，それにともなう米（物）価政

策と深く関係しているといえよう。

　岡山藩では早い時期から，他領米の領内に

入るのを禁止していた。この禁止を現実的に

効果あらしめるために領内最大の米の消費地

である城下町岡山の周辺の要地森下・国清寺

の上・竹田の渡・小姓町船渡場・伊勢宮堤の

上・御薬園前・博労町（山崎町）・庭瀬口・

二日市口・内田橋筋・湯浅半右衛門前の堤上

の11ヵ所と，在では御野郡三門村・長瀬村・

上道郡金岡村・津高郡建部村・和気郡苦木村

などに米留番所を設け，その番に藩士を派遣

するという方法をとっていた。

　当時の岡山藩領内の商品としての米を大別

すると領主米，家臣達の給米，蔵米および農

民の手持米の3っであった。このうち領主米

は早い時期から大坂へ廻米されていたので問

題はないが，藩士米と農民米は藩領内市場で

商品化さるべきもので，領内最大の消費市場

である岡山城下町には，藩士米と農民米とが
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競合したわけである。藩士達は少しでも自分

達の米が高く売れることを願って，米留番所

の番人という地位を利用して，領外からの違

法米のみならず，合法のはずの農民手余米ま

で米留をしてしまったわけである。このため

農民側と藩士との間に争いがおこり，いろい

ろの経過があったが，結局藩主光政がなかに

入って，承応4年（1655）に藩士米は領主米

と一緒に大坂に廻米して販売してやるとい

うことで，ともかくも一件の片をつけてい

る（9）。個々の藩領の産米量と，その藩領内で

の米需要との間にはどのような関係があった

か，具体的検討を今後に残すが，ともかく1

藩領内に限定するかぎり，米の供給の方が需

要よりも強く，どうしても米価を一定に保っ

ためには，別個の大きい市場を求めて，米を

大量に投下すると同時に，諸種の手段を設け

て藩領内の米価を政策的に維持することが多

くの場合必要であったろう。石高制という体

制に立つ限り，個々の封建領主はかかる構造

上の理由によって，領外市場と結びつき，逆

にその作用を受けざるを得ない宿命を持って

いたといえよう。

　信州上田藩の場合も，先述のような機構に

よって領内米価を政策的に維持する方法をと

っているが，その政策的米価は，寛政8年

（1796）に幕府から上田の米直段をどう決め

るかという質問に対し，“立冬より5日のう

ち上州松井田辺へ引合せ，その高直段を上米

直段とし，中下米は，中は上米より7升劣，

下は中より7升劣とする”（1°）。と答えている

ように，領外の大市場米価に規定され，それ

に従属しているのである。

　〔補注〕　松井田は中山道が関東に入ったところに

　位置し，北関東屈指の大米穀市場で，上田・小

　県・佐久から松本の一部までを含む信州の米が

　　ここで売買されている。

　しかしながら江戸時代の全領主が，すべて

このような藩領域市場を独自に持っているわ

けでなく，領主であっても，そのような領域

市場を持ち得ないものが多いことは先述の如
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くである。また天領はその存在型態からいっ

て，独自の経済圏を形成していない場合の方

が多い。しかしそのような地域において米穀

市場圏が存在しないかといえば，そうではな

い。このような地域にもまたそれなりの米穀

市場は存在するはずである。そのようなもの

として，1っ注目しておく必要のあるのが

“3分1銀納米換算市揚”である。

　幕府の徴租法のなかに3分1銀納法と称す

るものがあることは周知のところである。そ

れは関東畑永法とならぶ幕府の基本的徴租法

であるが，そのいわれは，いわゆる近世封建

社会の石高制に由来している。

　近世封建社会は田畑その他を合わせた総生

産力量を玄米量高に換算して石高を結び，そ

の石高を基準にして米年貢を賦課するわけで

ある。ところが田以外のところでは実際に米

が取れるわけでないので，現実に年貢を賦課

する場合，米のみでこれを納めることはでき

ない。したがって近世初頭から関東畑永法，

関西3分1銀納法という方法が採用されたの

である。すなわち畑面積の圧倒的に多い関東

においては，畑部分については全部初めから

金納を，そして田畑比がほぼ2対1と考えら

れている関西においては，全賦課年貢米量の

3分1に当る部分については，現実に年貢納

入をする場合には銀（関西の一般的通貨は銀

である）に換算して代納する方法が採用され

たのである。この場合，この3分1部分の米

をどのような尺度で銀に換算するかが重要な

問題になる。

　この米銀換算の方法について延宝年間（延

宝元年は1673）に

　五畿内は米1石につき76・0匁で，これは所相場

に対し15・9匁増（延宝3年制定）。

　美濃は米1石につき67．5匁でこれは所相揚に対

して19．5匁増（延宝3年制定）。

　遠江は米1石につき49．1匁でこれは所相場に対

して12．9匁増（延宝5年制定）。

　信濃は米1石につき53．5匁で所相場に対して

8．1匁増（延宝3年制定）。
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と決められている。

　これによると，どのような具体的手段がと

られたかは別として，五畿内・美濃・遠江・

駿河・信濃におのおの所相場と称するその地

方独自の米穀市場が存在していたことが知ら

れるわけである。さてこの所相場なるもの

が，江戸時代の初頭から歴史的に見た場合ど

うあったかということは今後の研究課題であ

るが，享保19年にはそのような場所として，

具体的に次の地名があがっている。すなわち

幕府は享保改革の年貢増徴の手段として享保

7年（1722）8月より，この3分1銀納の換

算値段の引上げにかかり，各代官にせり上げ

競争をやらせるという方法をとるのだが，そ

れには弊害もあり，実効に限度があるという

ので享保19年には，地域別所相場に一定の増

銀を加えることとした。すなわち

　一，五畿内（山城・摂津・河内・和泉・大

和・近江・丹波・播磨）は米1石につき銀6

匁，大豆1石につき銀6匁。

　一，中国筋（美作・丹後・備後・讃岐・備

中）は米1石につき銀4匁，大豆1石につき

銀4匁。

　一，西国（豊後）米1石につき銀5匁。

　一，海道筋（美作・遠江・伊勢・駿河・三

河・伊豆）は金1両につき米1斗7升。

　一，北国（越後）は金1両につき米1斗2升

とした。そしてその場合の所相揚は，各国ご

とに次のような市場を指定し，その土地の上

新米の11月15日より同晦日までの平均値段を

用いることを指示している。

山城国

　　上京

摂津国

　　大坂・尼崎・高槻・三田・富田

河内国

　　牧方・八尾・久宝寺・国分・中宮

和泉国

　　堺・岸和田

大和国
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　　奈良・高取・郡山・今井町・五条

讃岐国（含小豆島）

　　高松・丸亀

近江国

　　大津町・水口宿・長浜町

丹波国

　　亀山・笹山・福知山・薗部

播磨国

　　明石町・高砂・酒見北条・姫路・山崎

　　・社村

美作国

　　津山町

備後・備中国

　　靹・尾道

丹後国

　　宮津・久美浜・峯山

豊後国

　　豆田・森・府内

美濃国

　　岐阜・加納・兼山・大垣・関

伊勢国

　　津・桑名・関・神戸・亀山

三河国

　　岡崎・吉田・新城・西尾・田原

遠江国

　　金谷・浜松・掛川・舞坂・袋井

駿河国国中

　　駿府・丸子・清水・興津・江尻

駿河国山東

　　由比・原・蒲原・沼津・吉原

駿河国山西

　　岡部・藤枝・嶋田

伊豆国

　　三島・下田・大場村・北条村・大仁村

越後国沢海領

　　長岡・三条・村松・村上・与板・新発田

越後国頸城郡

　　高田・今町・糸魚川

越後国出雲崎領

　　長岡・出雲崎・椎谷・柏崎・小千谷
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　越後国魚沼郡

　　　長岡・十日町・六日町・塩沢

　小千谷

以上である。これらの市場のなかには，先の

藩領域米穀市揚に属すべきと思われるものが

多く入っているが，それらは天領の存在形態

に規定されるのであろう。ともかく，この3

分1銀納米換算市揚も，また藩領域市揚とは

一応別個に十分検討する必要があろう。そし

て然るのち，藩領域市場との関係を検討，さ

らに大坂・江戸の両中核市揚との関連のしか

たを明らかにする必要があろう。しかしこれ

らの問題は現段階では全部残された課題とい

わざるを得ないだろう。

〔注〕（1）　この政治史酌意味での藩と，経済史的

　　　意味での藩の問題は，それ自体が1個の研

　　　究テPマであり．結論は出しにくいが，一

　　　応素描的段階であるが，私の見解をのべて

　　　おく。

　　（2）伊東多三郎『幕藩体制』23頁の表を利

　　　用した。

　　（3）　拙論「藩域経済圏の構造」商経法論

　　　叢，　12巻，　3号

　　（4）　「岡山市史」4巻，2，　922頁

　　（5）　富山大学蔵，川合文書「寛文初頭12年

　　　留書全部之内後年可用処書抜」
（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

『加賀松雲公』中巻，794～79．　6頁

『近世藩法史料集成』第3巻，197頁

『宗国史』巻2，665頁，756頁

『岡山市史」4巻，2，925頁

「上田市史」上，1，033頁

　（5）　局地的小市場について

　米穀は江戸時代において最も領主的性格の

強い商品である。領主は貢租として収奪した

大量の米穀を主として江戸・大坂といった中

央の大市場に投下するのが一般であったが，

地払という形で在々に小量ずつ散布すること

も決してまれではなかった。また非常に収奪

がきびしかった近世初期においても，直接領

主の手にならない米穀の流通が小規模ながら

存在したこともまた否定できない。仮りに体

制的には領主は全剰余労働部分を収奪したと
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しても，個別具体的には剰余を持った農民は

存在し得たし，また全剰余労働部分が収奪し

っくされたとしても，近世段階における農民

には，その単純再生産のなかにすでに，非自

給部分を内包しており，それらの非自給部分

を満たすために，農民の手による米穀の市場

投下があったと考えられるから。

　領主は米穀に対して強い統制を加えていた

が，農民との関連でみると，年貢納入以前に

おける米穀の売買を禁止するが（貢租米を確

保するという意味で），それ以後は売買して

も良いというのが一般的態度であったようで

ある。まず幕府の態度をみると，寛文6年

（1666）11月に出した「関東御領所下知状定」

のなかで米穀取扱について「年貢不済内借金

米為済，他所江穀物等少も不可出之……（1）」

といっている。年貢を皆済するまでは，たと

え借金・借米があっても，それを返済するた

めに穀物を少しでも他所へ出してはいけない

というのである。

　この穀物は直接に何を指すか判らないが米

を主体とする穀物と考えて大過ないであろ

う。そうすれば年貢を納入すればあとは自由

に米穀を他所へ売出しても良いことになる。

次に，『徳川禁令老』に欠年で収録されてい

る5人組帳前書の中に「一，御年貢皆済不仕

以前，他所江米出し申間敷候，若能米を売

替，悪米を御年貢二納申候ハS，当人ハ不申

及，名主五人組迄，何様之曲事二も可被仰付

候……（2）」という箇条がある。これと同じ箇

条が元禄4年（1691）下総国葛飾郡三ツ堀村

（天領）の五人組帳前書（3）にもあるところを

みると，この規定は少なくともこれと同年代

か，それ以前に出されたものであることは間

違いない。この箇条は年貢納入の前に米を売

り，また良い米を売り，その金で悪米と買替

えて年貢を納めることを禁止しているので，

これらの箇条でみられる如く幕府の基本方針

は年貢納入以前に米を売ってはいけないとい

うので，決してまったく売ってはいけないと
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いうのではなV・。

　また第2の法令から，当時すでに良質米を

売払い，その金で悪質米を買取って年貢とし

て納入する頭の良い農民がおり，またそのよ

うなことを可能ならしめる米穀市場があった

ことを物語っている。

　このように年貢納入以前にだけ米の売買を

禁止して年貢納入米を確保しようとしたのは

幕府のみでなく，諸藩の揚合もほぼ同様だと

老えられる。産米藩である加賀の場合は，元

和2年（1611）8月20日に高札を出して

　一，御公領，諸給人かたによらず，当年貢

　米皆済巳前，百姓かたより八木売買堅被成

　御停止。

　一，当納不相済内に，百姓かたより八木，

　大豆以下，俵子預り候儀在之間敷事。

と年貢皆済以前に八木（米）の売買，他人預

けを禁止している（4）。そしてこれとほぼ同様

の法令が以後くりかえされている。次に，松

江藩では元禄元年（1688）8月に

　一，収納不相極中，百姓町人相対ニテ，米

　売買貸借之取遣令停止候，若於相背者本人

　ハ家屋布家財田地共可取上之，双方之五人

　組，為過料本人取遣之米，磐ハ十表二候ハ双

　方ヨリ十表宛，二十表ノ都合可令出之事。

と年貢収納以前に米の売買貸借を禁止し，こ

れに背いた揚合は，本人は家屋布家財田地を

取上げ，売買双方の五人組からは過料とし

て，もし売買貸借した米が10俵の場合には，

両方の五人組より10俵ずつ，計20俵を罰とし

てとるという，かなりきびしい刑罰を設けて

いる（5）。しかしこの場合でも年貢を納入した

後に残った米は売買しても良いので「在々百

姓町方共二，米之余慶持候者有之候者，売米

井貸方心次第二可仕旨，可被申付候，此段公

儀御構無之候……㈹」といっている。

　以上のように米は年貢納入以前は売買して

はいけないが，それ以後は売買自由であると

いうのが幕府始め諸藩の場合の通例であった

ようである。ではこの売買自由である米がど

18

のような形で売買されていたかが次の問題で

ある。先述の岡山藩の場合をみると，農民の

手余米を城下町岡山市揚で換金しているが，

この農民の換金米が藩士の米と競合して問題

をおこすところをみると，この手余米も決し

て無視できる量のものではなかったであろう

ことが分かる。

　ところでこの場合問題になってくるのは，

領内の全農民が皆一様にその手余米を持って

岡山城下町まで売りに来たのであろうかとい

うことである。たとえば信州上田藩（6万石）

のような小藩の場合では，領内農民が手余米

を持って城下町上田に日帰りで往復できるの

で，そのことも考えられようが，岡山藩（元

禄16年で31万5千石）のような大藩になる

と，そのことは不可能で，1泊以上を要する

百姓の方が多かったであろう。ところで僅か

の（近世初期は手余米があったとしてもごく

少量であったろうから）米を泊りがけで換金

に行くことは，当時の社会条件からいっても

不可能であろうから，何か別の方法がとられ

たにちがいなかろう。この方法とは何であろ

うか。

　御三家の筆頭である尾州藩では，やはり年

貢納入前の米の売買を禁止していたが，寛文

元年（1661）にかちや町作右衛門とv・う商人

が在郷へ米を出買に行き，おりから取締のた

め見廻り中の足軽衆にみつかり，捕えられて

柳原口街道に3日間さらしものになった事

件，また大曾根村の商人が稲葉村の百姓から

米を買って同様捕えられさらしものになった

事件が記録されている（’）。この事件から同藩

にはすでにこの寛文という時期に村々へ米を

出買に歩く商人がおり，しかも彼等は農民の

米売禁止期間内にも取締りのすきをぬって買

歩く油断のならぬ存在であったことがわか

る。この出買商人は恐らく農村の1戸1戸を

歩いて余米（換金米）を集めるような存在で

あったろうが，恐らくこのようなものが少し

進んだ形として局地的小市場が存在したと考



享保改革の米価政策一その1（大石）

えられる。

　江戸時代中期には春日井枇杷島以下32の市

場が尾州藩領内に成立している。いまそれを

表示すると第2表のようになる。これをみる

第2表　尾張領市揚一覧

市 場1免劃市　日
春日井枇杷島［天正・年以前

牧
官
賀
嶋
起
町
成
野
田
倉
折
津
田
戸
知
鼻
山
尾
笠
塚
田
川
崎
場
場
田
葉
高
田
股
鮒

小
一
安
津
本
須
知
黒
岩
小
内
騨
享
兼
今
栗
駒
羨
師
嬰
森
大
奎
鯉

　
　
苅
　
　
　
　
古
　
　
　
井
軒
　
上
竹
　
　
　
　
大
中
　
須
井
　
　
西
　
　
池

羽
島
島
東
島
江
東
羽
栗
羽
羽
・
短
濃
灘
濃
濃
濃
濃
嚢
多
騨
東
島
多
濃
濃
河

丹
中
中
海
中
蟹
海
丹
葉
丹
丹
春
愛
美
美
美
美
美
美
美
美
美
知
春
春
海
中
知
美
美
三

寛文7年
（未詳）

享保13年

（未詳）

享保16年

享保17年

享保15年

寛保3年
元禄元年

享保12年

享保16年

享保16年

寛保3年
（未詳）

（同上）

（同上）

享保14年

享保12年

享保11年

享保11年

享保16年

（未詳）

享保16年

享保16年

享保16年

享保16年

享保17年

享保16年

承応2年
（未詳）

市
市
↓
市
陶

　
斉
・
斉
斉

日
六
伍
六
伝

六斉市
六斉市
六斉市
六斉市
六斉市
六斉市
六斉市
六斉市

六斉市

六斉市

六斉市

六斉市

市
市
市
市
市
市
市
市

斉
斉
斉
斉
斉
斉
斉
斉

山ハ

Rハ

Z
山
ハ
山
ハ
六
⊥
ハ
山
ハ

と，これらの市をめぐる小地域市場が形成さ

れていたことが予想され，また，その市場で

は米麦や干鰯をはじめ，古手，綿，綿織物，

木材，薪炭類を取扱う在郷商人達が活躍して

いたと考えられる（8）。

　また畑作地帯上州に対する最大の米穀供給
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地であったと見倣される信州佐久平の場合を

みると，江戸時代中期頃，臼田・野沢・御馬

寄・岩村田・小諸の5ヵ所に農民米の米市場

が成立している。これらは第1図で分かるよ

うに米穀市場を中心に半径1里の円をえがく

と，佐久平の耕地部分はだいたい2つ，その

中心部分は3つの円に入っている。農民達は

2つまたは3つの米穀市場に米を売りに行く

ことができたわけである。これをみても（米

穀）市揚網は江戸時代中期ころは，農民が歩

第1図　信州佐久平付近の米市場

　　　　　　　　　追騨
　　　　　　　　　分1沢　松

倉
賀
野

㌻

行できる範囲という実にこまかいところまで

形成されており，その上により大きい市場が

重っていたということが分かる（9）。

　以上大変大ざっぱに，大坂・江戸を両軸と

する中核市揚，それに藩領域，または天領を

主体とする3分1銀納米換算市揚といった中

規模市場，さらにその下に個々の農民規模で

参加できる局地的小市場といったものが重層

的に重っていることが分かる。これらの研究

はさらに詳細に検討確定する必要があるが，

今のところ一応このようなスケッチを試みて

おく。

〔注〕（1）　「日本財政経済史料』2巻，935頁

　　（2）　「徳川禁令考』2，772号

　　（3）　野村兼太郎『五人組帳の研究』　2～11

　　　頁
　　（4）　『加賀藩史料』2巻，380頁

　　（5）　『近世藩法史料集成』第3巻，189頁
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（6）　『近世藩法史料集成』198頁

（7）　徳川林政史研究所蔵「御国方覚書」の

　うち「正保亥ず寛文四辰マテ」

（8）所三男「藩政改革と明治維新（尾張

　藩）」（社会経済史学22巻，5・6巻合併号）

（9）　拙稿「寄生地主制形成期における農民

　的米穀市場について」（『封建的土地所有の

　解体過程』所収）参照。

第3節近世前期の米価動向について

　前節で略述した如く，近世前期の米穀市場

は，少なくとも重層的に重る3つの市場を考

える必要があり，その層々によっておのおの

米価を異にすると同時に，またその層を構成

する市場群の個々によっておのおのその米価

を異にする。したがって，現段階では，これ

ら個々の市場における連年の米価をまず発掘

し，その米価構成の要因を老察する基礎作業

を試みる必要が何より大事であるが，そのよ

うな作業は現在のところまだ見られない。

　現在までのところ米価については，中沢辮

次郎『日本米価変動史』，本庄栄治郎『徳川

幕府の米価調節』の2つが江戸時代をおおう

唯一のものといってよいであろう。これはこ

まかくいえばいろいろ使用上に考慮すべき点

が多くあるが，一応の連続的考察には便利な

ものであるので，さしあたりこの両史料を使

ってみる。いま中沢氏のものをグラフに直し

たものを第2図，本庄氏のものを第3図とす

ると次のようになる。

　大勢的にいって両者はほぼ同様の傾向を示

していることがわかる。さてこの両図から問

題のありそうなところをみると，まず第1回

の問題時点は寛永10年頃よりはじまり寛永20

年ころまで続くところの米価昂騰期である。

次が明歴3年を始点として，寛文に至る第2

回昂騰期である。このころから米価は次第に

安定性を失い，延宝2年，天和元年の両ピー

クを経て元禄9年の幕初以来の最高ピークに

のぼりつめ，元禄年間ほぼこの高原価格を保

ち，元禄の末年に一度低落するが宝永4年お
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よび正徳3年にほとんど突発的な1年限りの

急上昇を示す。

　さてこれまでの米価動向をみると，元禄以

前の比較的安定した時期と元禄以降の非安定

期とに分けられるが，全体的に考察すると，

この時期は傾向的な米価上昇期として特徴づ

けることができる。それに対し正徳末年以降

享保期を通して逆に傾向的米価低落現象がみ

られる。これはそれ以前とはまったく逆の米

価現象である。そして元文以降吉宗政治の末

年までは一一応の安定期といえよう。

　江戸時代前半期の米価現象は，大略次のよ

うに特徴づけうるであろう。以下このような

米価動向をめぐって，幕府の米価政策のあと

をおってみよう。

第4節　享保改革以前の米価政策

　　　　　について

　（1）　寛永年間の米価政策について

　直接的な米価調節ではないが，幕府が米穀

の需給調節にのり出したのは，私の知る限り

では寛永11年が初めてのようである。すなわ

ち『徳川実紀』寛永11年5月7日の条に「又

毎国米穀欠乏のよし聞ゆれば。こたび御旅中

便よからんため。各所の康米を出し払はしむ

べしとて。勘定組頭杉田九郎兵衛忠次をつか

わさる（1）。」とあり，また『武家厳制録（2）』に

　　　就凶年御触条々

　　　　　　　　　覚

一，去年当年在々所々耕作損亡之所有之，其上材

　木山出等付て米令費之間，酒造之儀，江戸，京

　都，大坂，奈良，堺其外名酒戸所々にいたる

　迄，当年来年は例年之半分可造之，…一

　　　　　　（寛永11年）

　　　　　　　域十二月

とある。前者は凶作のため米穀が不足で旅行

者が苦労するだろうから，幕府の御城米を放

出する，というので，後者は昨年，今年両年

とも凶作で作柄が悪いうえに，日光東照宮の

建立のための材木伐出しに米を多量に必要と
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するので，酒造米を半分にするというのであ

る。

　両者ともに，直接米価をどうしようという

問題意識ではなく，米穀の供給不足を，一方

は幕府の手持米を放出することにより，また

一方では酒造米を半減することによって，社

会の米穀量を増そうとするのである。この場

合史料が不足のため断定することをはばかる

が，米価政策という形ではな’〈，米の現実の

量的不足の補充という形で問題が提起され，

解決されようとしているのは注目して良いだ

ろう。

　しかしこの効果は必ずしもなかったよう

で，第2図・第3図に見られるように，米価

はかなり急なカーブで上昇し，寛永15年およ

び19年の第1期のピークを形作っている。寛

永10年から上昇を始めた米価は同15年にピー

クをなし，同16～17年と一時的にさがる

が，同18・・－19年と急上昇し，19年には第1

期のピーク，1石が銀57匁となる。この寛永

18・－19年は，V・わゆる寛永の大飢謹にあた

る年である。

〔補注〕　寛永18～19年を中心とする，いわゆる

　“寛永の飢謹”は，時代も古く史料も少ないため

　か，従来あまり問題にされていないが，これは享

　保・天明・天保といういわゆる“江戸時代の3大

　飢饒”にも匹敵すべき大飢謹であって，農村の

　荒廃は非常に著しかった。たとえぱ信州北安曇

　郡小谷村は，村高297石余の小村であるが，こ

　の飢謹による餓死者147人，飢のため売った人

　間92人，退転した農家38軒，餓死した馬82匹，

　餓死した牛83匹という有様である（3）。これは信

　州山間部の1小村落の場合であるが，その一般

　的景況は，この飢謹の対策として出されている

　幕府のおびただしい関係法令でもある程度その

　実態が推測されようというものである。また有

　名な寛永21年の“田畑永代売買禁止令”も，一

　般的な幕府の土地法令というより，むしろ，こ

　の大飢謹に対する臨時立法とさえいえる側面が

　あるのであり，また同年の天領全体の人口調査

　も，凶作で荒廃した支配村々の実態調査と考え

　られる④。

この大飢謹は幕府にとっては，天下の大事
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たるとともに，幕府自身も大名としての自己

の立脚基盤たる天領村々が大打撃を受けたの

で総力をあげてこの対策に腐心した。このよ

うななかで，“蔵米一件”とも名付くべき大

汚職事件がおこるのである。

　事件は寛永19年5月22日の城米の蔵奉行黒

田次郎左衛門，久保田藤右衛門，新里彦左衛

門，北見孫右衛門，浅草蔵奉行山下弥五左衛

門，石坂金左衛門，葛谷藤兵衛，朝岡三郎右

衛門，長谷川藤六の9名が被免され，おのお

の本多八郎兵衛以下9名の者に御預けとなっ

たことより表面化した（5）。同日付で新たな米

蔵奉行として久留七郎左衛門正親，山田彦左

衛門正清，大久保七兵衛正重，田辺清右衛門

安直，小宮山清四郎安次，窪田小兵衛通正権

が任命され，同時にその指揮者として伊奈半

十郎忠治，曾根源左衛門吉次が発令，さらに

米蔵には米渡所に2人，蔵口に2人，簿書所

に2人，蔵全体の巡察4人の歩行目付を置い

て検査監督を厳重にするようにとの処置がと

られているところをみると（6），事件はすでに

この段階で相当進行しており，かつ幕府当局

がこの事件に相当の決意をもって臨んでいる

ことが分かる。また同月27日代官南条宗右衛

門を内藤兵部政晴にあづけているの。

　事のおこりは飢鰹のため寛永19年の春よ

り，米価がだんだん騰貴して，ついに市中米

1斗が銀9匁にもなったので，市民は非常に

困り，小糟，糠などでわずかに飢をしのぐ有

様であった。幕府はこのことを苦慮していた

ところ，柳右衛門という町人が，米価が騰貴

するのは，代官，蔵奉行，勘定役など幕府の

官米を扱う役人が，一部好悪な富商と結託し

て，官米をごまかし，それを独占して米価を

つりあげるからだと訴え出たので，取調べを

はじめたというのである（8）。（代官南条宗右

衛門御預けの理由も，同様訴人があったこと

によるが，その訴人が前記柳右衛門かどうか

は不明）ところがいざ調べはじめてみると続

々と官米をめぐる不正が出てきたわけであ
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る。

　幕府はさらに翌6月8日（寛永19年）小姓

組から8名，書院番から7名，大番から15名

を検査奉行に特命し，これを城米・蔵米の監

督責任者である勘定頭曾根源左衛門と伊奈半

十郎につけ，城米および浅草米蔵の員数を詳

細に検査し始めた（9）。その結果，続々と不正

の事実が明るみに出，またそれまでの嫌疑が

確証されていった。すなわち6月13日勘定方

の糸原甚兵門を（’°），　同22日には同じく勘定／

方小林彦五郎，重野喜三郎，鶴岡与右衛門，

日野弥兵衛をおのおの戸田右門以下に御預け

としている（u）。理由は浅草蔵米について，

不正の行ないがあったからである。そして，

これらの調査の結果，その判決が7月8日に

くだり，城米奉行黒田次郎右衛門以下の処分

が行なわれた（12）。それを簡単に表示すると

次の如くである。奉行職を含む中級職員武

士の大量の斬首，しかもそれが殆んど全関係

者の男の子供にまで，切腹・斬首という極刑

城米蔵奉行

　　〃

浅草米蔵奉行

　　〃

〃
ク

米契裏書役
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定
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草
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→子
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衛
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岡
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鶴
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切
腹

（P）→幼子2人

　→子
（？）→幼子2入

→子

（？）→幼子2人

　　　　　　　　→幼子1入

　　　　　　　　手代の3人

　　　　　　　手代の子8人

上州・甲州にある手代の子6人

斬

首

で臨むなど，この処分は異例と思われるほど

過酷であることは注目される。そしておくれ

て14日に先に処分された奉行以下の不正に組

した富商長谷川甚左衛門，三浦屋又左衛門，

松本作兵衛の3人は家財没収のうえ佐渡へ流

された。そして他5人の商人と手代2人は，

不正に組したが，有りのままをつつまず申し

上げたというので，罪を減じて家財没収のう

え江戸追放の刑に処せられた（’3）。なおこの

後8月20日の蔵奉行喜多見長五郎（14），同21

日の浅草蔵奉行伊丹彦左衛門の処分（15）が続

いて一件は終っている。

　以上が寛永19年の“蔵米一件”の概略であ

る。さてこの事件をみると，そもそも大飢鰹

による米不足→米価騰貴→庶民，なかんずく
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都市住人の困窮→彼等の訴えによって事件が

起る，というように，米価問題が事件の発端

にはなっているが，ここで幕府当局がねらっ

ているのは，米価騰貴による世情不安→米価

政策による，それへの対応，といったもので

なく，むしろ米価騰貴による世情不安を手掛

りとして，幕府の官僚機構の確立をはかるこ

とに主眼があったとも評価すべきであろう。

この寛永10年より20年に至る時期は，幕府の

制度機構のなか，なかんずく財政関係→勘定

方の諸機構の確立期であるが，この事件は，

米価問題を利用して（16），幕府の財政的基礎を

なす貢租米の保管機構（全国各地に分散する

城米と浅草米蔵）の粛正と確立，いわばその

仕上げをねらったものと第1義的には評価す
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るべきであろう。

　以上のように寛永年間においては，米の需

給，また米価の騰貴という社会現象が問題に

なるが，そのことが，直接的な米価政策（物

価政策）という形では，まだ登場してこない

のである。

〔補注〕

　御城米とは，幕府が収納した米を，輸送の都

合，なかんずく一朝事あるとぎの兵糧米とし

て，関係深い大名の城にあずけたものを一般に

はいっている。この寛永の“蔵米一一件”に出て

　くる城米は，そのような城米全部についての事

件か，または普通御蔵と呼ばれている浅草御蔵
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　　大阪御蔵。二条御蔵等のなか，浅草御蔵を除い

　　た部分（浅草御蔵は別に独立して出て来るか

　　ら）についてであるのか，今のところよく分か

　　らない。しかし事件は，幕府の貢租米収納蔵の

　　殆んどにわたって，おこった事件であることは

　　間違いない。なお念のため貞享年間（1684～

　　1687）の幕府の御城米貯蔵場所と，その石高を

　　あげると前表の如くになる（17）。都合68ヵ所，

　　45万1，713石となっている。

〔注〕（1）　『徳川実紀』第3篇，寛永11年5月7日

　　　の条。なお『徳川実紀』は特にことわらぬ限

　　　り，吉川弘文館，国史大系本を用いる。

　　（2）　「武家厳制録』337号，　なお『武家厳制

　　　録』は，特にことわらぬ限り『近世法制史料

　　　叢書」版を用いる。

　　（3）　『南安曇郡誌』第2巻下の457～8頁

　　（4）　この点については拙著『享保改革の経済

　　　政策』14・－20頁参照。

　　（5）　『徳川実紀』第3篇，寛永19年5月22日

　　　の条。

　　（6）同前

　　（7）　同前，5月27日の条

（8）　同前，寛永19年7月8日の条の注，　「誠

　弐日記」の記事

（9）

（10）

（11）

（12）

（13）

（14）

（15）

（16）

同前，寛永19年6月8日の条

同前，6月13日の条

同前，6月22日の条

同前，7月8日の条

同前，7月14日の条

同前，8月20日の条

同前，8月21日の条

正保3年（1646）11月幕府は，先に諸大

　名に対して，米は領地から現送して，決して

　江戸では買わぬように命じたが，近頃は江戸

　で米を売るより，地方で売払う方が便利だと

　の事なので，今後は各々その領地で米を売払

　い，江戸に現送しないようにとの法令を出し

　ている（『徳川実紀」第3篇，正保3年11月

　の条）。この先に出した法令というのは，あ

　るいは寛永19年の市中米昂騰対策として出さ

　れたのかも知れない。後考をまちたい。

（17）　『日本財政経済史料」第1巻，461～466

　頁所収「所々御城米並城付御米高」より作

　製。
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